
（案）
平成２２年１１月 日

山梨県知事 あて

山梨県特別職報酬等審議会 会長名

議会の議員の議員報酬の額並びに知事及び副知事の

給料の額改定について（答申）

平成２２年１０月２５日付け人第２４１４号で諮問のあったこのことについて、慎重に

審議を重ねた結果につきまして、次のとおり答申します。

また、これに併せ求められた議会の議員、知事及び副知事の期末手当等についての意見

は、付記のとおりです。

１ 報酬等の改定額

・ 議 長 ９１０，０００円

・ 副議長 ８２０，０００円

・ 議 員 ７７０，０００円

・ 知 事 １，２５０，０００円

・ 副知事 ９６０，０００円

２ 改定時期

可及的速やかに改定すべきである。

３ 説明

現行の特別職の報酬等の額は、平成９年１月１日に改定したところであるが、その

後１３年余が経過し、この間、情勢は次のように変化している。

（１）一般職については、平成９年度以降ほぼ毎年度にわたり給与改定が実施されてい

るが、平成１４年度以降は減額傾向で推移してきており、今年度においても△０．

３８％の改定が県人事委員会から勧告されている。

また、この間の改定率の連乗は、△０．８７％となっている。

（２）本県が平成９年１月１日に現行報酬等の額に改定した以降、３０都府県で改定が

行われている。

こうした中で、現在の本県の特別職の報酬等の額については、人口規模類似県と比

較した場合、いずれも概ね平均的な水準にあるものと考えられる。

したがって、現時点で大幅な改定を行う必要はなく、一般職並びに国及び他の都道

府県との均衡、現下の社会経済情勢等を総合的に勘案した結果、特別職の報酬等の額

については、一般職の平成９年度以降の給与改定率の連乗を目安に、すべての職につ

いて△１％程度の見直しを実施することとして、可及的速やかに改定することが適当

であると判断したものである。



［意見］

１ 議会の議員、知事及び副知事の期末手当、知事、副知事の退職手当の額

（１）期末手当の額について

期末手当の額は、基本的に給料月額に役職に応じた加算率及び支給月数を乗じて

算出されているが、本県においては、支給月数については、知事、副知事が県の一

般職に、正副議長、議員が国の指定職に準じて、それぞれ別に定められる一方で、

加算率については、独自に同一の率を用いる特殊な算定方式を採用しており、結果

として、人口規模類似県とその水準を比較した場合、知事、副知事については高く、

議員については低くなっている。

このため、期末手当の額の算定に当たっては、国及び他の都道府県との均衡に配

慮するとともに、二元代表制の下における首長と議員の均衡に配慮する観点からも、

国の指定職の加算率、支給月数に準じて、同一の算定方式に改定することが適当と

考えられる。

現 行 改 定

加算率 ２０％ → ４５％

支給月数 知事及び副知事 ４．１月 → ３．１月

（議会の議員については既に現行３．１月）

※ 本年の人事院勧告を踏まえた国の指定職の期末手当等の改定の動向に

ついては、別途反映されたい。

（２）退職手当の額について

知事、副知事の退職手当の額は、基本的に給料月額に在任月数及び役職に応じた

支給率を乗じて算出されているが、人口規模類似県と比較した場合、知事は、平均

額を上回る額となっており、副知事は、ほぼ平均額となっている。

退職手当の額については、現下の社会経済情勢に鑑み人口規模類似県との均衡に

配慮したものとすることが適当と考えられることから、知事について、支給率の改

定を実施することが適当と考えられる。

現 行 改 定

支給率 知 事 ０．６５ → ０．６２

２ 教育長、代表監査委員、公営企業管理者の給料、期末手当、退職手当の額

（１）教育長、公営企業管理者について

① 給料の額

教育長及び公営企業管理者の給料については、人口規模類似県と比較した場合、

いずれも概ね平均的な水準にあるものと考えられる。

このため、知事の給料の改定に準じ、△１％程度の見直しを実施することが適

当と考えられる。

現 行 改 定

教育長 ８００，０００円 → ７９０，０００円

公営企業管理者 ８２０，０００円 → ８１０，０００円



② 期末手当の額

算定方法において、他の都道府県との均衡が図られていないため、その額は、

人口規模類似県の平均額と比較しても高くなっている。

このため、知事等の改定に準じ、国の指定職の加算率、支給月数に準じた算定

方法に改定することが適当と考えられる。

現 行 改 定

加算率 ２０％ → ４５％

支給月数 ４．１月 → ３．１月

③ 退職手当の額

人口規模類似県と比較した場合、いずれも平均額を上回る額となっており、給

料額の改定と併せ、支給率の改定を実施することが適当と考えられる。

現 行 改 定

支給率 教育長 ０．３０ → ０．２７

公営企業管理者 ０．３５ → ０．２８

（２）代表監査委員について

① 給料の額

代表監査委員の給料については、人口規模類似県と比較した場合、かなりの高

水準となっており、その職務と責任は他の都道府県と基本的に異なるものではな

いことから、人口規模類似県の平均額をベースに、大幅な減額改定を実施するこ

とが適当と考えられる。

現 行 改 定

７８０，０００円 → ６１０，０００円

② 期末手当の額

給料額の改定と併せ、知事等の改定に準じ、国の指定職の加算率、支給月数に

準じた算定方法に改定することが適当と考えられる。

現 行 改 定

加算率 ２０％ → ４５％

支給月数 ４．１月 → ３．１月

③ 退職手当の額

人口規模類似県と比較した場合、平均額を大きく上回る額となっており、給料

額の改定と併せ、支給率の改定を実施することが適当と考えられる。

現 行 改 定

支給率 ０．２０ → ０．１４



３ 行政委員の報酬の在り方



特別職報酬等改定状況一覧表特別職報酬等改定状況一覧表特別職報酬等改定状況一覧表特別職報酬等改定状況一覧表（答申・意見に基づく試算)

（単位：円・％）

現 行 額 改 定 額 増 減 額 改 定 率 現 行 額 改 定 額 増 減 額 改 定 率 現 行 額 改 定 額 増 減 額 改 定 率 改 定 前 改 定 後 増 減 額 改 定 率

議 長 920,000 910,000 △ 10,000 △ 1.09 3,422,400 3,892,525 470,125 13.74 - - - - 57,849,600 59,250,100 1,400,500 2.42

副 議 長 830,000 820,000 △ 10,000 △ 1.20 3,087,600 3,507,550 419,950 13.60 - - - - 52,190,400 53,390,200 1,199,800 2.30

議 員 780,000 770,000 △ 10,000 △ 1.28 2,901,600 3,293,675 392,075 13.51 - - - - 49,046,400 50,134,700 1,088,300 2.22

知 事 1,260,000 1,250,000 △ 10,000 △ 0.79 6,199,200 5,346,875 △ 852,325 △ 13.75 39,312,000 37,200,000 △ 2,112,000 △ 5.37 124,588,800 118,587,500 △ 6,001,300 △ 4.82

副 知 事 970,000 960,000 △ 10,000 △ 1.03 4,772,400 4,106,400 △ 666,000 △ 13.96 20,952,000 20,736,000 △ 216,000 △ 1.03 86,601,600 83,241,600 △ 3,360,000 △ 3.88

教 育 長 800,000 790,000 △ 10,000 △ 1.25 3,936,000 3,379,225 △ 556,775 △ 14.15 11,520,000 10,238,400 △ 1,281,600 △ 11.13 65,664,000 61,675,300 △ 3,988,700 △ 6.07

代 表 監 査 委 員 780,000 610,000 △ 170,000 △ 21.79 3,837,600 2,609,275 △ 1,228,325 △ 32.01 7,488,000 4,099,200 △ 3,388,800 △ 45.26 60,278,400 43,816,300 △ 16,462,100 △ 27.31

公営企業管理者 820,000 810,000 △ 10,000 △ 1.22 4,034,400 3,464,775 △ 569,625 △ 14.12 13,776,000 10,886,400 △ 2,889,600 △ 20.98 69,273,600 63,625,500 △ 5,648,100 △ 8.15

※期末手当及び任期中支給金額については、本年の人事院勧告における国の指定職の期末手当等の支給月数の引き下げ（現行３．１月→２．９５月）を反映して試算を行っている。

報　酬　・　給　料　月　額 期　末　手　当(年間支給額) 退　職　手　当　支　給　額 任  期  中  支  給  金  額


